
平成２４年１月２０日

近畿中国森林管理局

広島森林管理署事案原因究明委員会（第５回）の開催について

近畿中国森林管理局は、「広島森林管理署事案原因究明委員会（第５回）」を、平成24
年1月27日（金曜日）に近畿中国森林管理局大会議室において開催します。

会議は、非公開です。

また、当該会議の概要は、会議終了後にホームページで公開します。

１．趣旨
８月１８日及び９月２８日さらに１０月２６日に、近畿中国森林管理局職員３名が、加重収

賄罪等の容疑で逮捕されたことは、国有林野事業に対する国民の信頼を著しく損なうものであ

る上、国有林行政の円滑な遂行に支障を生じさせるものであり、誠に申し訳ないと考えており

ます。

これらの事案発生の原因究明と再発防止策等を検討するため、8月 29日に近畿中国森理管理

局に弁護士等第三者委員をまじえた「広島森林管理署事案原因究明委員会」を設置し、その後

４回の委員会を開催しており、今回の 5回目を最後に報告書を取りまとめることとしておりま

す。

また、当該会議の概要については、会議終了後にホームページで公開することとしています。

（近畿中国森林管理局ＨＰ http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/index.html ）

２．日時及び場所
平成２４年１月２７日（金曜日）１３時から１５時

近畿中国森林管理局 大会議室（４Ｆ）

大阪市北区天満橋 1丁目 8番 75号

３．議題（予定）
（１）広島森林管理署事案原因究明委員会報告書（案）について

４．委員会の構成
福田 正 弁護士

藤田 充也 弁護士

横田 直和 関西大学法学部教授

河野 晃 林野庁監査室長

本村 裕三 近畿中国森林管理局長

長口 深 総務部長

赤木 利行 森林整備部長

問い合わせ先
近畿中国森林管理局 総務課 戸田、中村

大阪市北区天満橋 1丁目 8番 75号
TEL０５０－３１６０－５６９３


